
 - 1 -

大東文化大学 大学評議会議事録要旨 
 

日     時：令和 6 年 10 月 14 日（月） 16 時 00 分～16 時 45 分 

場     所：大東文化大学板橋校舎 2 号館 2 階 2-0220 会議室 

              東松山校舎管理棟 3 階第 1 会議室 ※遠隔会議システム利用 

構  成  員：５３名（定足数３６名） 

出  席  者：４４名 

議     長：高橋 進 

 

報 告 事 項： 

１．理事会および常務審議会報告について 

学務部より、令和 6 年 9 月 18 日開催の常務審議会、令和 6 年 9 月 25 日開催の常務審議会およ

び理事会の議案等について、資料に基づき報告があった。 

２．2024 年度大学、大学院役職者について 

議長より、中国文学科主任の死亡退職に伴う交代について、資料に基づき報告があった。 

３．2024 年度大学評議会委員について 

議長より、中国文学科主任の死亡退職に伴う 2024 年度大学評議会委員の交代について、資料

に基づき報告があった。 

４．入学センターからの報告について 

入学センターより、（1）『CROSSING2026』の制作について、（2）2025 年度入試 試験監督者

数算出ポイント表について、資料に基づき報告があった。 

５．2024（令和 6）年度学校法人大東文化学園・大東文化大学点検評価報告書について 

法人・大学点検評価委員会より、2024（令和 6）年度学校法人大東文化学園・大東文化大学点

検評価報告書について、資料に基づき報告があった。 

６．2024（令和 6）年度学校法人大東文化学園・大東文化大学外部評価報告書について 

法人・大学点検評価委員会より、2024（令和 6）年度学校法人大東文化学園・大東文化大学外

部評価報告書について、資料に基づき報告があった。 

７．2024（令和 6）年度大東文化大学学位記授与式実施計画について 

議長より、2024（令和 6）年度大東文化大学学位記授与式実施計画について、資料に基づき報

告があった。 

 

報告承認事項： 

１．埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)連携事業の展開について 

地域連携センター事務室より、埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)中長期計画と

2024 年度大東文化大学行動計画との連動について、資料に基づき報告があり、審議の結果、こ

れが承認された。 

２．2024 年度大学・法人各種委員会委員について 

議長より、中国文学科主任の死亡退職に伴う 2024 年度大学・法人各種委員会委員の変更につ

いて、資料に基づき報告があり、審議の結果、これが承認された。 
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議    案： 

１．2025 年度学年暦（案）について 

議長より、2025 年度学年暦（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、これが承認

された。 

２．武蔵越生高等学校との高大連携について 

３．本庄第一高等学校との高大連携について 

議長より、武蔵越生高等学校並びに本庄第一高等学校との高大連携について資料に基づき説明

があり、審議の結果、これが承認された。 

４．大東文化大学学則（外国語学部中国語学科 第 23条の 11（授業科目の開設等））の改正（案）

について  

外国語学部より、大東文化大学学則（外国語学部中国語学科 第 23 条の 11（授業科目の開設

等））の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを理事会に付議する

ことが承認された。 

５．大東文化大学学則（外国語学部英語学科 第 23 条の 11（授業科目の開設等））の改正（案）に

ついて 

外国語学部より、大東文化大学学則（外国語学部英語学科 第 23 条の 11（授業科目の開設等））

の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを理事会に付議することが

承認された。 

６．2026 年度以降の大東文化大学学費等に関する法人原案について 

議長より、2026 年度以降の大東文化大学学費等の検討・見直しについて、令和 6 年 9 月 16 日

開催の大学評議会にて承認されたとおり、大学の学費等検討委員会による検討が開始されたこと

について報告があった。続いて、本日の会議において改めて学費改定に係る法人原案（答申）を

提示のうえ、正式な手続きとして大学の学費等検討委員会にその検討を付託することについて、

本会議にて追認願いたい旨の提案があり、審議の結果、これが承認された。また、委員より本件

に係る意見開陳があった。 

７．その他 

委員より、学校法人大東文化学園 2 号理事候補者の選出に関する規程（制定案）に係る意見開

陳があった。 

 

以上 

 


